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徳島市公告第８１号  

 

一般競争入札を次のとおり行うので、徳島市契約規則（平成３年徳島市規則第５号）第３条及び第

５条の規定により公告します。 

 

令和６年４月３０日 

 

徳島市長  遠 藤 彰 良   

 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 業 務 名 金沢排水機場移転実施設計業務   （電子入札対象案件） 

⑵ 業務箇所 徳島市金沢二丁目 

⑶ 履行期間 契約日の翌日から令和７年３月２４日まで 

⑷ 業務概要 実施設計業務 

        排水機場実施設計 一式 

        補償算定 一式 

        事業認定申請書等作成 一式 

⑸ 予定価格（税抜き）   ２４，８２５，０００円 

⑹ 最低制限価格（税抜き） 開札後に公表する。 

本案件の最低制限価格の設定は、以下の業務委託の算式によるものとする。 

最低制限価格[税抜き]＝（平均入札額＋予定価格[税抜き]×２）÷３×０．８２ 

なお、最低制限価格に、１円未満の端数が生じた場合は、１円未満を切り捨てるものとする。 

平均入札額は、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った全ての入札書（失格となった者

の入札書も含む。）を対象に算出する。ただし、予定価格の７５％未満の額の入札書は予定価格

の７５％とみなして算出する。このとき、予定価格の７５％とみなした金額は、千円未満を切り

捨てるものとする。 

 

本業務は競争入札参加資格審査申請、入札を徳島県電子入札システム（以下「電子入札システム」

という。）で行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た

場合に限り紙入札方式に変更することができる。 

 

２ 入札参加資格 

次に掲げる事項に該当する者とする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

⑵ 公告の日から開札執行の日までの間に、徳島市建設業者指名停止等措置要綱による指名停止措

置を受け、又は指名を回避されている期間のない者 

⑶ 公告の日から開札執行の日までの間に、徳島市暴力団等排除措置要綱による排除措置期間のな

い者 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て、又は破産法（平成１６年法律第７５号）
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に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

ただし、更生手続開始の申立て又は再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続

開始の決定後、本市に競争入札参加資格の再申請を行っている者は、当該申立てがなされていな

い者とみなす。 

⑸ 業者の参加資格については次のとおりとする。 

 ア 徳島市内に主たる営業所（本社等）を有する者 

 イ 建設工事に関する調査、測量及び設計業務等に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格

審査要綱第６条に基づく資格審査を受け、令和６年４月３０日現在、本市の競争入札参加資

格（土木コンサルタント業務に係るものに限る。）を有する者 

 ウ 国土交通省の建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７号）第２条の規

定に基づいて、令和６年４月３０日現在、建設コンサルタント登録簿に河川 、砂防及び海岸・

海洋部門又は下水道部門で登録されている者 

 エ 次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当する者を１名以上配置できる者 

  (ｱ) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第２次試験のうち技術部門を建設部門とし、

河川、砂防及び海岸・海洋を選択科目として受験・合格し、同法による登録を受けている者 

  (ｲ) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第２次試験のうち技術部門を技術士法（昭和

５８年法律第２５号）による第２次試験のうち技術部門を上下水道部門とし、下水道を選択

科目として受験・合格し、同法による登録を受けている者 

  (ｳ) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第２次試験のうち技術部門を総合技術監理部

門とし、河川、砂防及び海岸・海洋又は下水道を選択科目として受験・合格し、同法による

登録を受けている者 

 オ 平成２６年度以降に国、地方公共団体又は下水道事業団が発注したポンプ場、排水機場又は

揚水機場の移設又は新設に係る詳細（実施）設計業務の元請としての履行実績又は下請実績

を有する者 

 

３ 参加資格の確認と決定 

次に掲げる書類の審査により、一般競争入札参加資格の有無を決定する。 

⑴ 業者状況一覧表・技術職員配置計画書 

  添付資料として、２－⑸－ウに定める建設コンサルタントの登録に係る次のアに定める書類及

び２－⑸－エに定める技術職員に係る次のイ及びウに定める書類を添付すること。 

 ア 建設コンサルタントの登録更新通知等建設コンサルタント登録簿に登録されていることを

証する書類の写し 

 イ 技術職員の資格を証する書類の写し 

 ウ 技術職員の健康保険被保険者証等、雇用を証明する書類の写し（健康保険被保険者証につい

ては、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと。） 

⑵ 業務実績表【元請用】 

  添付資料として、２－⑸－オに定める履行実績を証する（一財）日本建設情報総合センター管

理の「コリンズ・テクリス」帳票の写し又は業務委託契約書の写し等、業務内容を確認できる資

料を添付すること｡ 

  なお、２－ ⑸－オに定める元請としての履行実績はないが、下請としての履行実績を有する

者は、「業務実績表【元請用】」に代えて⑶「下請業務履行証明書【下請用】」及び業務内容を確認
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できる添付資料を提出すること。 

  履行実績の審査は、本書類又は⑶ 下請業務履行証明書に記載された業務を対象として行う。

記載された履行実績が２－⑸－オに定める業務に該当しない場合は、他に履行実績を有している

場合であっても入札参加資格無しとするので注意すること。 

  なお、業務実績については複数枚提出しても良いものとする。この場合、提出した書類に記載

された履行実績のうち、少なくとも１件が２－⑸－オに定める業務に該当すれば良いものとする。 

⑶ 下請業務履行証明書【下請用】 

⑷ 紙入札方式参加承諾願【紙入札用】 

⑸ 入札参加資格審査申請書【紙入札用】 

 

４ 様式及び契約条項を示す場所 

⑴ 様式：徳島市ホームページ 入札情報（建設工事・建設工事関連業務委託等） 

(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/nyusatsu/kouji/index.html) 

⑵ 契約条項：総務部契約監理課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町２丁目５番地 

徳島市役所本館６階  

電話 ０８８－６２１－５３２６ 

 

５ 設計図書の提供及び期間 

⑴ 提供場所 徳島市ホームページ 公共工事入札情報サービスからダウンロードすること。 

(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/nyusatsu/kouji/ppi.html) 

設計担当課 〒770-8571 徳島県徳島市幸町２丁目５番地 

            徳島市役所 本館５階 都市建設部河川水路課 

            電話 ０８８－６２１－５３２３ 

⑵ 期間   令和６年４月３０日から令和６年５月２４日まで 

 

６ 申請書類及び確認資料等の提出及び方法 

⑴ 提出期間 令和６年５月１日から令和６年５月１６日午後５時まで 

⑵ 提出方法 電子入札システムにより提出すること。 

申請書類 ３－⑴、⑵又は⑶、添付資料を提出すること。 

 ＰＤＦ形式又は Microsoft Excel 形式(拡張子｢.xls｣又は｢.xlsx｣)で作成の

うえ、電子入札システム画面の【入札参加資格審査申請書】に添付して送信す

ること。 

 ３－⑶及び添付資料は、スキャナーで取り込みＰＤＦ形式に変換し、添付す

ること。当該書類を電子入札システムで添付できない場合は、提出締切日まで

に４－⑵に示す場所に提出すること｡ 

紙入札方式で参加する場合 

申請書類 ３－⑴、⑷、⑸、⑵又は⑶、添付資料を提出すること。 

提出期限は令和６年５月１６日午後５時までとする。 

提出先は、契約監理課とする。 
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７ 質疑書の提出・回答方法 

質疑書の提出は、ＦＡＸにより行うものとする。ただし、質疑のない場合、提出は不要である。 

⑴ 受付期間 令和６年５月１日から令和６年５月１３日午後４時まで 

⑵ 回答期間 令和６年５月１７日から令和６年５月２３日まで 

⑶ 受付方法 契約監理課にＦＡＸすること。 

ＦＡＸ：０８８－６２４－５５６３ 

⑷ 回答方法 徳島市ホームページで公開する。 

 

８ 入札書と内訳明細書の提出方法 

⑴ 提出期間 令和６年５月１７日から令和６年５月２４日午前１０時まで 

⑵ 提出方法 電子入札システムにより提出すること。 

入札書には内訳明細書を添付すること。なお、内訳明細書はＰＤＦ形式又は 

Microsoft Excel形式(拡張子｢.xls｣又は｢.xlsx｣)で作成すること。 

紙入札方式で参加する場合 

提出日時：令和６年５月２４日午前１０時 

上記提出日時に入札室（徳島市役所本館６階）へ持参すること。提出に際しては、

提出日を記載して、二重封筒とし、入札書は内封筒に入れ封緘し、内訳明細書は外

封筒に入れ、内封筒には入れないこと。なお、代理人が入札書を持参する場合は委

任状を持参すること。 

注）電子入札システムにより、入札書を提出した後は、原則として撤回、訂正等はできない。 

ただし、例外として、電子入札システムによる入札書提出後、配置予定技術者が配置できなく

なった場合など、参加資格を喪失したと認められる場合は、開札までの間は入札辞退理由書を受

付けるものとし、開札までに提出のあった場合のみ辞退の扱いとする。 

注）内訳明細書に重大な不備がある場合は、当該内訳明細書を提出した者を失格とするので注意す

ること。また、提出後は、内訳明細書の差し替え及び再提出は一切認めない。 

 

９ 開札等 

⑴ 開札日 令和６年５月２４日午前１０時 

⑵ 開札場所 入札室（徳島市役所本館６階） 

⑶ 開札時に入札書提出者の立会いを許可する。 

⑷ 徳島市入札後審査型条件付一般競争入札実施要綱（以下「実施要綱」という。）第１２条第３

項の規定により、開札後、入札参加資格の有無を審査するため、落札の決定を保留するものとす

る。 

⑸ 保留後、実施要綱第１２条第４項から第６項までの規定により、落札決定を行う。 

注）入札参加資格の無い場合は、開札後、無効となる。 

⑹ 保留後、落札決定まで概ね２～３日（土、日及び祝日を除く。）かかるものとする。ただし、審

査の内容によってはそれ以上の日時を要する場合がある。 

⑺ くじにより落札者の決定を行うことになった場合、電子くじにより落札者を決定するものとす

る。 

 

10 入札・落札に関すること 
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⑴ 特別の理由がある場合は、工事の発注を取り止め又は延期をすることがある。 

⑵ 入札保証金 免除 

⑶ 入札の無効 

ア 公告に示した入札参加資格のない者の入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札 

ウ 徳島市契約規則第１３条の各号に該当する入札 

エ 建設工事等入札心得第５条の各号に該当する入札 

なお、郵送による入札は認めない。 

⑷ 開札日の翌日から落札決定までの間に、徳島市建設業者指名停止等措置要綱による指名停止措

置又は指名回避措置を受けた者は、失格とする。 

⑸ 開札日の翌日から落札決定までの間に、徳島市暴力団等排除措置要綱による排除措置を受けた

者は、失格とする。 

⑹ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をも

って落札とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

11 契約に関すること 

⑴ 契約書作成の要否 要 

⑵ 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上（金銭的保証とする。） 

⑶ 前払金 契約金額の１０分の３以内に相当する額を超えない範囲で請求することができる。 

⑷ 落札者の決定後、契約締結までの間において、徳島市建設業者指名停止等措置要綱による指名

停止措置又は指名回避措置を受けた場合には、この請負契約を締結しないこととする。 

⑸ 落札者の決定後、契約締結までの間において、徳島市暴力団等排除措置要綱による排除措置を

受けた場合には、この請負契約を締結しないこととする。 

 

12 その他 

⑴ 提出書類等に虚偽の記載がある場合は、契約を解除することがある。 

⑵ 実施要綱第１４条の規定により、入札参加資格要件を満たしていないと認められた者は、市長

に対し、その理由についての説明を書面により求めることができる。 

⑶ 本件業務は、参加資格審査申請、添付資料、入札等を電子入札システムで行うものであり（一

部郵送による｡）、対応の詳細については、徳島市建設工事等電子入札要領及び徳島市建設工事等

電子入札に関する運用基準によること。 

⑷ その他、各様式等の記載例、入札心得等に従うこと。 

⑸ 本市側のシステム障害等により電子入札システムによる入札手続に障害が発生した場合には、

受付等の締切時間の変更、紙入札への切り替え、又は入札を取り止めることがある。 


